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表２　出張申告会場の混雑状況

 ＝大変混雑します  ＝混雑します  ＝比較的すいています

東部地域
センター

わくわく
健康プラザ

竹丘地域市
民センター

南部地域
センター

２月６日
（火）

２月５日
（月）

２月２日
（金）

２月１日
（木）

１月３１日
（水）

     
午
前

     
午
後
※昨年の実績から作成したものです。天候などにより混雑状況は大きく変わ
　ります。

高
齢
者
の
お
む
つ
代 

（
医
療
費
控
除
）の
申
告

　
高
齢
者
の
お
む
つ
代
を
医
療
費

控
除
の
対
象
と
し
て
税
務
署
に
申

告
す
る
場
合
、
お
む
つ
代
の
領
収

書
に
添
付
す
る
書
類
と
し
て
、
医

師
が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」
が
必
要
で
す
が
、
２
年
目

以
降
の
申
告
に
は
、
市
が
発
行
す

る
「
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確

認
し
た
書
類
」
で
代
用
で
き
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
①
～
③
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

　
①
前
年
度
に
引
き
続
き
、　

年
３０

度
の
税
申
告
で　
年
中
に
購
入
し

２９

た
お
む
つ
代
を
税
申
告
す
る
方

　
②　
年
中
に
介
護
保
険
の
要
介

２９

護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

　
③
主
治
医
意
見
書
の
内
容
に
よ

り
、「
寝
た
き
り
状
態
に
あ
る
こ

と
」
お
よ
び
「
尿
失
禁
の
発
生
の

可
能
性
が
あ
る
こ
と
」
が
確
認
で

き
る
方

　
※
該
当
し
な
い
方
は
、
医
師
か

ら
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
の
発

行
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
作
成
会
場
開

設
は
２
月　

日（
金
）か
ら

１６

　
東
村
山
税
務
署
の
申
告
書
作
成

会
場
は
２
月　
日
（
金
）
に
開
場

１６

し
ま
す
。
初
日
と
最
終
週
は
大
変

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
な

る
べ
く
初
日
と
最
終
週
を
避
け
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
【
開
設
期
間
】
土
曜・日
曜
日
を

除
く
２
月　
日
（
金
）
～
３
月　

１６

１５

日
（
木
）
の
提
出
が
午
前
８
時
半

～
午
後
５
時
、
相
談
が
午
前
９
時

～
午
後
５
時

　
※
土
曜
・
日
曜
日
は
閉
署
日
で

す
が
、
２
月　

日
（
日
）・　

日

１８

２５

（
日
）
に
限
り
、
確
定
申
告
の
相

談
と
申
告
書
の
受
け
付
け
を
行
い

ま
す
。
な
お
、
当
日
は
国
税
の
領

収
や
納
税
証
明
書
の
発
行
、
電
話

で
の
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
【
会
場
】東
村
山
税
務
署（
東
村

山
市
本
町
１
ノ　
ノ　
）

２０

２２

　
【
ご
注
意
】駐
車
場
は
使
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
車
で
の
来
署
は
ご

遠
慮
く
だ
さ
い
▼
開
設
期
間
以
外

に
申
告
書
の
作
成
・
相
談
の
た
め

の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
▼
会

場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
受
け
付
け

を
早
め
に
締
め
切
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
午
後
４
時

ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い

◎
申
告
と
納
税
の
期
限

　
【
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
】
２
月　
日
（
金
）
～
３
月

１６

　
日
（
木
）。　
※
還
付
申
告
は
２

１５月　
日
（
木
）
以
前
で
も
提
出
可
。

１５
　
【
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
】

４
月
２
日
（
月
）

　
【
贈
与
税
】
２
月
１
日
（
木
）
～

３
月　
日
（
木
）

１５

　
詳
し
く
は
同
署
個
人
課
税
第
１

部
門
☎
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８

１
１
（
音
声
案
内
に
従
い
、
２
番

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）
へ
。

確
定
申
告
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム 

ペ
ー
ジ
で
作
成
で
き
ま
す

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https

://www.nta.go.jp/index.htm

）の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど

か
ら
、
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
。

初
め
て
の
方
で
も
画
面
の
案
内
に

従
っ
て
操
作
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
は
、

プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷
（
白
黒
で
も

可
）
し
て
郵
送
な
ど
で
税
務
署
に

提
出
で
き
ま
す
（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
の
プ
リ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

で
印
刷
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
）。

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
準

備
す
れ
ば「 
e
倆T
a
x （
電
子
申

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

告
）」を
利
用
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
申
告
お
よ
び
納
付
に

つ
い
て
が
東
村
山
税
務
署
、「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
の
操

作
に
つ
い
て
が
「
e
倆
T
a
x
・

作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
」

☎
０
５
７
０
・
０
１
・
５
９
０
１

（
月
曜
～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～

午
後
５
時
。
た
だ
し
、
１
月　
日
１５

（
月
）
～
３
月　
日
（
木
）
の
月

１５

曜
～
金
曜
日
と
、
２
月　
日
・　
１８

２５

日
、
３
月
４
日
・　

日
の
日
曜
日

１１

は
午
前
９
時
～
午
後
８
時
）
へ
。

　
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

は
、
精
神
疾
患
お
よ
び
て
ん
か
ん

に
よ
る
通
院
の
た
め
の
医
療
費
助

成
の
制
度
で
す
。

　
通
常
、
医
療
保
険
で
は
医
療
費

の
３
割
が
自
己
負
担
で
す
が
、
こ

の
制
度
を
併
用
し
た
場
合
、
自
己

負
担
は
原
則
１
割
に
軽
減
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
本
人
・
世
帯
の
所

得
や
疾
患
な
ど
に
応
じ
て
、
月
額

自
己
負
担
上
限
額
が
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
定
所
得
以
上
の
方
は
、

非
該
当
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

更

新

手

続

き

　
自
立
支
援
医
療
制
度
（
精
神
通

院
）
を
利
用
し
て
い
る
方
は
、
有

効
期
間
が
終
了
す
る
と
、
自
立
支

援
医
療
費
の
受
給
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
継
続
す
る
場
合
は
、
必

ず
更
新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
有
効
期
間
は
、
お
持
ち
の
受

給
者
証
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
更
新
手
続
き
は
、
有
効
期
間
終

了
日
の
３
カ
月
前
か
ら
、
障
害
福

祉
課
（
市
役
所
１
階
）
で
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

診
断
書
の
提
出
は 

２

年

に

１

度

　
更
新
手
続
き
に
お
け
る
診
断
書

の
提
出
は
、
病
状
お
よ
び
治
療
方

針
に
変
更
が
な
い
場
合
、
２
年
に

１
度
で
す
。
前
回
手
続
き
の
際
に

診
断
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合
、

今
回
の
更
新
手
続
き
で
は
診
断
書

の
提
出
は
不
要
で
す
。

　
な
お
、
更
新
手
続
き
は
毎
年
必

要
で
す
。

　
【
ご
注
意
】有
効
期
間
を
過
ぎ
て

か
ら
の
再
開
申
請
や
、
前
回
の
更

新
時
に
診
断
書
無
し
で
手
続
き
を

し
た
方
は
、
診
断
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
ま
た
、「
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
」
を
お
持
ち
の
方
は
、

表１　出張申告の会場・日程
時間日程会場

午前９時半～正午
午後２時～４時１月３１日（水）南部地域センター２階講習室

午前９時～１１時半
午後１時～４時半２月１日（木）竹丘地域市民センター第５会議室

（清瀬市竹丘１－１１－１）

午前９時半～正午
午後２時～４時

２月２日（金）
　・５日（月）わくわく健康プラザ１階講堂

２月６日（火）東部地域センター１階講習室

※竹丘地域市民センターの場所は、市ホームページで確認できます。

今
年
も
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す

　
昨
年
に
引
き
続
き
、
申
告
書
や

申
請
書
な
ど
に
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
記
載
」
と
「
本
人
確
認
（
番

号
確
認
と
身
元
確
認
）」が
必
要
で

す
。
確
認
は
次
の
①
ま
た
は
②
の

方
法
で
行
い
ま
す
。

　
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
（
１
枚
で
「
番
号
確
認
」

と
「
身
元
確
認
」
が
で
き
ま
す
）

②「
番
号
確
認
書
類
」（
通
知
カ
ー

ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
あ

る
住
民
票
の
写
し
な
ど
）
と
「
身

元
確
認
書
類
」（
運
転
免
許
証
、パ

ス
ポ
ー
ト
、
身
体
障
害
者
手
帳
、

公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
な

ど
）
　
※
②
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

が
な
い
場
合
の
確
認
方
法
で
す
。

　
【
ご
注
意
】番
号
確
認
と
身
元
確

認
に
は
時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、

税
務
署
で
提
出
の
際
は
①
ま
た
は

②
を
事
前
に
用
意
し
て
く
だ
さ
い

　
【
そ
の
他
】郵
送
で
提
出
す
る
場

合
は
、
①
の
写
し（
両
面
）ま
た
は

②
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
署
個
人
課
税
第
１

部
門
☎
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８

１
１
（
音
声
案
内
に
従
い
、
２
番

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）
へ
。

無料申告相談の会場・日程
時間日程会場

午
前
９
時
半
～
午
後
３
時
半

２月１日（木）～６日（火）
※土曜・日曜日は除く。

小平市役所
（小平市小川町２－１３３３）

２月２日（金）～６日（火）
※土曜・日曜日は除く。

西東京市防災センター
（西東京市中町１－５－１）

２月６日（火）～８日（木）東久留米市役所

２月７日（水）～９日（金）東村山市サンパルネ
（東村山市野口町１－４６）

２月８日（木）・９日（金）清瀬市生涯学習センター
（清瀬市元町１－２－１１）

　
税
理
士
に
よ
る
「
無
料
申
告
相

談
～
申
告
書
を
作
成
し
て
提
出
で

き
ま
す
～
」
を
、
左
表
の
日
程
で

開
催
し
ま
す
。
申
告
書
（
土
地
、

建
物
お
よ
び
株
式
な
ど
の
譲
渡
所

得
が
あ
る
場
合
を
除
く
）
を
作
成

し
て
提
出
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
所
得
金
額
が
高
額
な

場
合
や
相
談
内
容
が
複
雑
な
場
合

は
税
務
署
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
告
書
な
ど
の
提
出
の
み
の
場
合

は
、
直
接
税
務
署
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
【
持
ち
物
】マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

人
番
号
）
カ
ー
ド
ま
た
は
番
号
確

認
書
類
お
よ
び
身
元
確
認
書
類
の

写
し
、
印
鑑
、
申
告
に
必
要
な
書

類
、
筆
記
用
具
、
計
算
器
具
、
前

年
申
告
し
た
場
合
は
申
告
書
な
ど

　
【
ご
注
意
】会
場
の
混
雑
具
合
に

よ
り
受
け
付
け
を
早
め
に
締
め
切

る
場
合
が
あ
り
ま
す
▼
い
ず
れ
の

会
場
も
開
設
初
日
は
大
変
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
（
午
後
は
比
較
的
す
く
傾
向

で
す
）
▼
い
ず
れ
の
会
場
も
車
で

の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
個
人

課
税
第
１
部
門
☎
０
４
２
・
３
９

４・６
８
１
１（
音
声
案
内
に
従
い
、

２
番
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）へ
。

　
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
、
所

得
税
の
確
定
申
告
の
出
張
申
告
を

左
表
１
の
通
り
行
い
ま
す
（
混
雑

予
想
は
左
下
表
２
参
照
）。番
号
確

認
書
類
お
よ
び
身
元
確
認
書
類
が

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
を
お

持
ち
の
方
は
、
１
枚
で
番
号
と
本

人
確
認
が
で
き
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】各
会
場
で
受
け
付
け

で
き
る
確
定
申
告
は
、
提
出
の
み

の
方
お
よ
び
簡
易
な
申
告
の
方
の

み
で
す
▼
各
会
場
と
も
車
で
の
来

場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

障
害
者
控
除
の
認
定
書
の
発
行

　
所
得
税
の
確
定
申
告
や
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
を
行
う
際
に
、

　
年　
月　
日
現
在
、
市
内
在
住

２９

１２

３１

の　
歳
以
上
の
方
で
、
次
の
①
・

６５
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
に

認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。

　
【
対
象
】
介
護
保
険
の
要
介
護
・

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、

　
①
知
的
障
害
者
（
軽
度・中
度・

重
度
）
に
準
じ
る
方

　
②
身
体
障
害
者
（
１
級
～
６

級
）
に
準
じ
る
方

　
【
ご
注
意
】障
害
者
手
帳
な
ど
を

す
で
に
お
持
ち
の
方
は
、
手
帳
の

提
示
な
ど
に
よ
り
申
告
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

認
定
書
に
よ
り
要
件
を
満
た
せ
ば
、

特
別
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護
サ

ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７

（
内
線
２
５
５
３
～
２
５
５
６
）

へ
。

前
回
更
新
時
に
診
断
書
を
提
出
し

た
場
合
で
も
、
手
帳
更
新
の
た
め

に
診
断
書
が
必
要
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
診
断
書
の
提
出
が
必

要
か
不
明
の
方
は
、
同
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い

所
得
区
分
の
変
更

　
「
保
険
証
の
世
帯
が
変
更
に
な

っ
た
」「
前
年
度
と
課
税
状
況
が
変

わ
っ
た
」
な
ど
の
場
合
、
有
効
期

間
の
途
中
で
も
所
得
区
分
の
変
更

手
続
き
が
で
き
ま
す
。
所
得
区
分

の
変
更
手
続
き
を
行
っ
た
場
合
、

申
請
日
の
翌
月
初
日
か
ら
、
新
し

い
所
得
区
分
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
地
域
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

東
村
山
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

出
張
申
告
の
ご
案
内

介
護
保
険
制
度
で
税
控
除
を
受
け
る

た
め
の
申
告
の
ご
案
内

東
京
税
理
士
会
東
村
山
支
部

無
料
申
告
相
談
を
開
催
し
ま
す

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

を
利
用
し
て
い
る
方
へ


